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 ２００９年がやってきました。昨年
から弁護士が合計３名となり、「総合」
法律事務所に近づいています。 
 強烈な不況の風が吹き荒れています
が、嵐が過ぎれば穏やかな波と晴天が
待つと信じ、１年を乗り切りたいと思
います。 
 昨年、野村の義父が他界しました。
いつもやさしい義父でした。しかし、
1995年に私が英国遊学から帰り、2歳
の娘と臨月間近の妻を抱えながら、い
きなり独立すると言い、義父の家に10
日間ばかり居候して、東京で住むアパ
ートを探していたときには、義父は「何
を考えているのだ」とさすがに怒って
いた、と後で妻から聞きました。義父
の告別式では、孫（私の子供２人）に
より、「天国のおじいちゃんへ」と題す
るお別れの挨拶をすることができまし
た。義父も喜んでくれていると思いま
す。 
 皆様の新年はいかがでしょうか。何
はともあれ健康第一ですので、お体に
お気をつけ下さい。 

 

 
 
 
 昨年は、会社の倒産案件を数多く手
掛けた。突然の事態に困惑する社員、
社長の無念と責任、その家族の混乱。
様々な人間模様が展開される中で、そ
れを受けとめながら法的手続きを進め
ていく。そんな仕事をしたある日の帰
宅途中、このような仕事をなぜ続けら
れるのだろうかと考えた。そのとき私
の脳裏をよぎったのは、私の子供時代

にあった実家での出来事だった。 
 実家は、当時従業員が７～８人の田
舎の小さな瓦工場で、瓦の製造・販売・
施工事業を営んでいた。それに加えて
一時、コンクリートＵ字溝や護岸ブロ
ック等の製造販売事業も別会社で行っ
ていた。後者の事業は７～８年で事業
不振のため廃業した。 
 ある年の冬のボーナス時期に、母が
ウールのハーフコートをたたんで袋に
つめている姿を見つけ、私は何をして
いるのか尋ねた。母は、満足なボーナ
スを払えないので、代わりにハーフコ
ートを支給するのだと答えた。 
 ある年、瓦の売り上げが落ち込み、
父は本当に困っていた。もうどうしよ
うもなくなり、父が独立する前に修行
した瓦工場に最後の助けを求め、瓦を
買ってもらった。私もそのときトラッ
クに瓦を積み込む作業を手伝った。父
は、相手の社長さんに本当に感謝して
いた。 
 ある日、従業員（女性）が玄関先に
ふらふらと歩み寄り、私に母はいるか
と尋ねてきた。私はただならぬ雰囲気
を感じ、母を大声で呼んだ。母が玄関
に来ると、その女性は「奥さん、こ
れ・・・」と言って血のにじむ親指（右
指か左指かは覚えていない）を差し出
した。瓦を作るプレス機械で挟んだら
しい。その日は工場が休みの日だった
ので、自分でわざとやったことは間違
いがなかった。母と父は大急ぎでその
女性を病院に連れて行った。なぜその
ようなことをしたのかは、当時小学生
だった私には分からなかった。 
 父はよく、社長自ら最前線に立たな
ければ従業員はついてこない、と言っ
てそれを実践した。私も、小・中学校
時代は父と屋根に登り、墨壷から繰り
出される糸の端を持って桟木を打つた

めの目印をつける手伝いをした。動作
が遅かったり、糸の押さえ方が悪いと
容赦なく叱られた。父が脳出血で倒れ
てからは、６０歳前後だった母も屋根
に登った。社長自ら怖がっていては、
従業員はついてこない。父の言葉を写
したよう
な母の言
葉と実行
力に敬服
した。 
 ３年前
のある日、私は路上で、家業を継いで
くれている妹からの携帯メールを受け
取った。父の死後しばらくして瓦の製
造は止めており、瓦を仕入れて販売・
施工する業務に変更していた。瓦製造
用のミキサーやプレス機などの機械一
式を売却するつもりということは少し
前に聞かされていた。メールは、その
日機械が運び出された後にくれたもの
だった。「父ちゃんの思い出がなくなっ
たようで、少し泣きました。」その文字
を見つめて私は立ち止まり、ハンカチ
を取り出した。 
 人は逆境の中からどれだけ立ち直る
力があるのか、そして弁護士として人
生をやり直す手助けがどこまでできる
のか、自分に問いかけながら仕事をし
ている。 
 
 
 参議院が発行している「立法と調査」
という雑誌があります。その別冊
2008.11号で「国家公務員制度改革と
キャリアシステムに関する意見調査」
という特集をしており、野村がその一
人として意見を述べております。参議
院ホームページで閲覧できますので、
お暇なときにお読みいただければ幸い
です。 



 

                                                             

New Millennium Report 2009 

 

 

 

 朝起きると、まずポータブルコンピ
ュータの電源を入れ、リアルプレーヤ
ーを起ち上げ、BBC Radioを聴く。ワ
イヤレスインターネット接続で、コン
ピュータを洗面所やトイレにまで持ち
込むものだから、子供からはラジオだ
と冷やかされている。 
 朝の通勤途中は、インターネットで
ダウンロードしたポッドキャストで
CNN Anderson Cooper 360等、帰り
の電車では音楽や落語をiPodで聴いて
楽しんでいる。 
 出張先では、ブックコンピュータに
e-mobileのデータカードを接続し、メ
ールのチェックやインターネットをブ
ラウズし、Skypeを使用して事務所と
連絡を取る。出張の折に急遽入った法
律相談を、事務所会議室とブックコン
ピュータを Skypeで接続し、テレビ電

話会議の形式で 30
分ほどの法律相談
に応じたこともあ
る。イタリアのフィ

レンツェに出張した際には、Skypeで
ホテルから部屋の様子やバルコニーか
ら見える街の風景を実況中継した。 
 こんなこと、あんなことができる。
インターネットを巡るテクノロジーは
ドラえもんのポケットに近づいている
かもしれない（野村）。 
 
 
 
 
 早いもので、当事務所に入所して１
年が経ちました。この間、映画著作権
に関わる訴訟や、破産事件の管財人代
理人としての訴訟に携わる等、多種多
様な業務を経験することができました。
また、私個人としても、企業内弁護士
としての法務経験を活かし、各種公共
機関のアドバイザーとして、多くの企
業案件や講演活動に関わったほか、各
種団体での業務に関連して、著作権を
中心とする業務に積極的に取り組むこ
とができました。 

昨年、印象に残ったこととしては、
民間の研究団体であるデジタル・コン
テンツ法有識者フォーラムが、著作権
法とは別に、いわゆる「ネット法」を
立法化しようという提言をしたことが
あります。その内容は、インターネッ
ト上の流通に限定した、デジタル・コ
ンテンツの使用権（ネット権）を創設
する等というもので、その目的は、権
利関係が錯綜したデジタル・コンテン
ツの円滑な流通を実
現することにありま
す。もし、ネット権
の創設が実現すれば、
インターネットが普及した現代におい
て、大きな価値をもつ新しい権利が誕
生することになりますが、コンテンツ
の作成者等の権利が不当に制約される
ことにならないかが気になるところで
す。実際、総務省情報通信審議会にお
いては、反対する意見が出されていま
す。立法されるとすれば、そのあたり
にも十分留意されることと思いますが、
法律に携わる者として、行く末を見守
りたいと思います。 
皆様にとって、新しい年が素晴らし

い一年となりますようお祈り申し上げ
ます（弁護士 飯野泰子）。 
 
 
 
 
 昨年９月に弁護士としての第一歩を
当事務所で迎え、約４ヶ月間が経ちま
したが、その間、様々な業務に携わら
せていただきました。特に、入所直後
に携わりました法人破産申立事件では、
株式会社や特例有限会社の機関設計に
関する問題から、相続放棄申述の問題
まで、幅広い問題に取り組みました。 
 まだ右も左も全く分からない状況の
なか、毎日が試行錯誤の連続であり、
緊張の連続でもありましたが、大変貴
重な経験をさせていただいたと思って
おります。 
 本年も、臆する
ことなく様々な
業務に挑戦して
いき、弁護士とし

ての土台をしっかりと固めて参りたい
と思います。 
 最後になりましたが、本年が皆様方
にとって、よりよき年となりますよう、
お祈り申し上げます（弁護士 堤世浩）。 
 
 
 
 
 平成１８年４月より、開業社会保険
労務士として登録をいたしましたが、
日々の業務に忙殺され、また実務経験
不足から社会保険労務士としての業務
に対する不安があり、尻込みをしてい
ました。 
 昨年９月以降、社会保険労務士の業
務を行う場面に遭遇し、改めて自分の
未熟さと経験不足を痛感し、悔しさか
ら涙を流してしまうこともありました。 
 しかし、何事も経験が大切で、失敗
をおそれずに実践しなければ、いつま
でたっても「ペーパー社労士」のまま
だと感じました。 
 今年は、さらに自主的に資格を生か
しながら、事務所を盛り上げていきた
いと思っております（小坂由美） 
 
 ２００８年の漢字は「変」でした。
政治、経済をはじめ良くも悪くも変化
の多かった一年。来年は世の中も自分
達も新しく変わっていき、希望のある
社会にしていきたいという思いを込め
て選ばれたそうです。残念ながら、私
自身は、昨年１年間これといった変化
もなく過ごしてしまいました。今年は、
良い意味で新しく変わってい
けるよう、いろいろとチャレン
ジしていきたいと思います。 
（藤井留奈） 

 
 
 
 毎年のことですが、日常業務に追わ
れる中の編集作業で、年末は大忙しで
す。昨年９月から、堤弁護士が加入し、
さらにパワーアップしております。層
の厚いリーガルサービルを提供できる
よう、事務所一丸となって邁進いたし
ます。 


